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ビ ュ ッ ラ 地 方 に お け る 毛 織 物 業 労 働 者 の 運 動

■一… イタリア労働運動史の一局面，1877〜1901年——

/

横 山 條 作

は じ め に

労働組合運動とはなにか，というのが本来の間題で 

.ある。 .’

労働組合運動とは，労働組合に結集している労働者 

達がその状況にお、、て直面している問題を解決しよう 

とする活動である0 したがって，労働者達の直而して 

V、る間題によって労働組合連動は，多種多様な形態を 

とるものである。多様な現象のなかで，労働組合運動 

を概念として把握しようとするならぱ，まずはじめに， 

労働者達の存在状況と，そこから生じる労働問题と， 

問題解決のための活動との関係を具体的につかむこと 

が必要になる。本稿はこのような初歩的作業をイタリ 

ァについて，本来無名;の労働運動がときに記録される 

m 会としての労働争議の，件記録を主な資料として， 

歴史的に行うととを目指した試みである。

すでに先学諸氏はヨーロッバ労働運動史研究の成果 

として，次のような認識を提示してくれている。すな 

わち，労働組合はH 共済組合的機能，：(：：)ストライキ団 

体的機能，（三)労働者教養協会的機能の三つの機能を有 

していた。そこでこの三つの機能がイタリア労働組合 

運動の歴史のなかにも息出せるか, あるいはまた，い 

わゆるイギリス流のクラフト，ュュオンと比较すると 

き，どのような差與が見出せるか。さしあたってこの 

ような疑問を乎がかりとして，以後の具体的検討に入

りたい。

エ 1860年代までのビエッラ 

地方における毛織物業，

ピエ.ッラ地方（circondario biellese,ピエッラ郡）と 

は，イタリア北部，ピュモンテ州，ノヴァラ県内の一 

地方である0 この地方の中心地ビ；<^ッラ（B ie lla )の 

市街の束側をチェルヴォ.（C e rv o )川が流れており，’ 

チ :Cルヴォ川はさらに南下していくつもの川と合流し， 

結局ポー川に接続している。ビエッラはおおよそトリ 

ーノから北東へ6 0 k m ,ミラノから西北西へ85kmはど 

離れた, 山地が平野に■ひらける境目に位置している。 

しすこがって，いくつかの谷合にいくつもの町があって 

一地方を形成しており，これらのPir々は鉄道や道路に 

よってよく結ばれている。

. さて, イタリア.ルネサンスの繁栄の支柱の一つで 

あった毛織物業も，1S世紀初頭には大変衰微していた。 

当時トリーノ， ミラノ，ナポリ等の大都市の店頭で売 

られる毛織物は大部分が外国穀品であった。ことにイ 

ギリス，フランス,オランダなどから輸入される高級 

毛織物に対する舶来品崇挥がはなはだしかったといわ 

れる。実際，外国製品は品貧と価格の両面でイタリア 

製品の優位に☆ っていた。それでも北イタリアのシオ 

(S ch io ,現在ヴ- ネツィア州），プラート. ( P r a t o ,トス力， 

ナ州）やピュッラ等はすでに毛織物業の中心地となり，

注0 ) 島崎晴战^ ドィッ'3̂ 敏̂̂運動^iiJI青木書店，1963年；257M。飯山服『労働運動の展開と労使閲係』未来社， 19774P，2 

J i等を# 照。

( 2 )  B ru n o  C aizzi, S to ria  d e ir in d u stria  i ta lia n a  dal X V I I I  secolo ai g io rn i n o stri, U T E T , T o rin o , 
I960, p. 94. '
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「三[II学会雑誌」72巻2 号（19ァ9年4月）

:家内労働を製造工程の
( 3 )

プァクチュプを成立させていた。

韻周辺の小農民の僕家副業 

に組み込んだマ 

これら-=g織物業め中心地のうちでもビエッラは，18世 

紀後半に大幅に生産額を増大させた。そのため，向辺 

の農民は一層深く毛織物業に結びつけられることにな 

った。 当時の歴史家は， 農家の^^ミ達が農作業をはう 

だして毛織物業にいそしんでいるが,このようなこ 

とでは毛織物業の不況の際には他の手段（つまり農業）

残余の大半が 
( ? )

ーアに存在していた。ただし

地方に，1 ,4 5 0台がナポリ地方K , 1 .0 0 0台がシオに， 

5 3 0台がトスカナ（ととにプラート）に，

ヴ ;Uネトとロンバルデ 

はとんどの製糸機，力織機等の機械設備が，イギリス 

などからの輸入品であり，イタリアの機械工業力,はい 

まだ幼弱であった。

H 1870年代めストライキ団体

では生活費をかせぐことができず，極度の貧困にT9び
( 4 )

転落することになろう, と慨嘆している。

するので）設置して，
( 5 〉 ,

したのである。ビュッラ地方の他の企業も，

19世紀に入って1817年，ビュッラ地方の毛纖物業に 

— つの転期がきた。ピエトロ . セッラ（PieレQ Sella, 

1784年生〜1822年没）がスイスから輸入した新鋭製糸機 

をストロ一 ナ川畔ヴァッレ . モツソに（水力を原動力と 

新たな毛織物工場の操業を開始

セツラの

工場になら:って新鋭設備の導入に努めた。1830年には 

セッラの工場は1 ,1 5 0人の労働者を雇用していた。 

1844年，ビエッラ地方には大小あわせて79の工場が存 

在 し 1 1 ,240鍾と8 16台の繊後を擁していた。この頃， 

毛纖物製品のイタリア国内消費量の三分の一が国産品 

であり, またビエッラ地方はイタリア最大の毛織物生 

産地となっていた。1840年代以降，梳毛製糸，緋毛m  

糸の機械が進ン少し，並行して経営と工場の集中合併が 

進んだ。

I853年，ビュッラ地方に設置された織機は1 ,3 0 0台 

となった。1854年，セッラの工場は，鉄製と木製との 

2 台の水$ を動力として設備し，準備工程から織布， 

仕上げに至るまで機械化を進めており，そのなかには ' 

7 台のミュール，ジ :C ニー （260〜300鍵）や， 4 台の手 

動梳毛製糸後，約60台の織機（はとんど力織機，うちジ

1878年， ビ;^ ッラ地方の人口，139,6^3人，そのう 

ち毛纖物業には135工場，6 , 125人が従事しており，そ 

の内訳は成人男子3 ,248人， 同女子1 ,980人 , 児童 897

人である。この地方に存在する織機の総数は3 , 570 台
C 8 )

で，そのうち3 ,2 0 0台ほどが手後機であつた。

このような状況を背景として，ビュッラ地方には相 

互扶助協会などの労働者団体がいくつか結成され，そ 

のなかでも織布エを中核とする組織の一つはストライ 

キ® 体として強タな争議活励を展開した。ここでは 

1S77年夏の大争譲と，クローチ^ . モッソ協会につい 

て述べることにする。

1877年夏の争譲は, ビュッラ地方で18ア0年代に発生
( 9 ) •

したストライキ中の最大のものであった。争議は，

1863年にビュッラ地方の労資閩で合意されたrマンチ 

一二協定J とよぱれる工場規則の改訂を経営者側が企 

てたことに起因する。1876年 1 月ビエプラ地方ストロ 

一ナ川法谷地贼（ヴァッレ. モッソ等）の毛織物エ場主 

達が経営者団体を結成し，翌 1877年 1 月にはビュッ 

ラにおいてイタリア毛纖物業協会という経営者の全国 

組織がつくられた。工場主側は結来して1877年 7 月 6

日, rマンチーニ協定j

約60台の織機（はとんど力織機, 
( 6 )

カ- ドが若干）があった。

すなわち旧来の工場媒則中の
(10)

欠勤に対する懲成条項等を改訂した。

1867年当時のイクリア王国内には，手織機，力織機 

合計して6 ,4 8 0台があり，そのうち2 ,800台がビュッラ

この改訂の主要な問題点は次の通りである。各月の 

欠勤 1 日につき 1 リラ， 2 日目には2 リラ（当時の'平 

均日賃金は2 リラ以下であった)，欠勤 3 日で解履という

注( 3 ) これは一種の問屋制とみてもよい。本体としての企業の工場労働と農家の副業的家内労働とのr分業J の仕組みは判 

然としないが， 18世紀に農家家内労働が主として利;！] された工程は，金業（工場） が原毛を購入，選毛した後の，洗 

毛，梳屯，また織-/f!-の；! :® であったと推測される。
( 4 )  C aizzi, C itリ p，98*

( 5 )  E n clclop ed ia  Ita lia n a , 1949 版，R om a, vol. V I, B iella  の巧。

( 6 )  C aizzi, c it ', pp. 220〜221.

( 7 )  Ibidem , p. 282. •

( 8 )  S erg io  Z a n i n e l l i細著，S to ria  del m o vim en to  sin d acale  ita lian o , v o l . I I ,  L e  lo tte  nelle fab b rich e  

1861-1921, C eluc, M ilano, 1973, p. 2 9 .原書に労働者数5, 12&人とあるのは6,125人の誤植と思われる。

( 9 ) 1860〜70制たの'別顿については，河野旅『イタリアの機と労使関係』辦評論，1976年，31〜3^京を参照。

(1 0 ) 1S77ギ争議の記錄は次の恶作による。 S te fa n o  M erli, P ro le ta r ia to  4x fa b b ric a  e cap ita lism o  in d u striale  

1880t1900, vol. I, N u ova Ita lia . F ire n z e . 1976, pp. 463〜467*

440 (25の
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ビュッラ地方における毛織物業労働者の運動

ような苟酷な罰則を定やたこと。この货景にはビユッ 

ラ地方の労働者の大半が同時に小士地所有農民でもあ 

って，撲作業のため日曜のみならず月曜日，さらには 

火曜日にも工場を欠勤する慣習を持ち，「工場のリズ 

ムj に反発する情況があった。別の条項では,労働者は 

契約によって定められた仕事を完遂しないうちは，賃 

金增額を要求したり退職したりしてはならないという 

規定や，他の労働者に助力.交替せよという会社命令 

を拒否できないという規定が間題となった。要するに 

経営者側は，契約関係の'強化，労{勤者の交渉力の弱化, 

スト破り行為の強制をはかったのである。当然，労働 

者側は新規則を招百し，その結来3 .0 0 0名が解雇され 

た。対抗してビッラ地方全域でストライキが行われ， 

25工場が閉 I I された。 1 力月後， ロンバルディーア州 

において， 日給3 〜 4 リラの賃金で, 4 0 0人のスト破 

リ労働者が集められ，彼らは8 月2 1日， ビュッラに到 

着した。そのうち約100人が帰ってしまい，残り300人 

が工場主達に護衛されて，S 日ヴァッレ‘ストローナ 

地域へむかったが，4 ,0 0 0人の労働者と住民が彼らを 

迎えて，投石し , 乱闘となった。各工場での強力なピ 

ケッチィングもあって,結局スト破り労働者の就労は 

不可能になっすこ。この争議は1877年10月末まで継続さ 

れたが，労働者側の持久力も限界.に達し，国会議員ク 

ィンティーノ . . セッラ（Quintino S e l la )の調停もあ 

って，職場復帰した。しかし新工場規則も廃泰され， 

従 来 の rマンチーニ協定」が存続するととになった。

この187ア年夏の大争議を含む1870年代ビエッラ地方

の臉闘的労働運動の核となった団体が，クロー チ I  .

，モッソ織布エ協会（Society dei tessitori di Croce Mo
di)

s s o )である。

1882年から1884年にかけて国会（下院）に設置され 

た王* 委M会ニサン . ジュリアーノ（San Giuliano) 

委負会は，団結権と刑法の問題に関して，1860年以降 

のイタリア各地の労働争議について調査し，1886年に 

報告書を出した。この報告書の一部分の耍約i f料によ 

ゥて，以下にこのクローチ :1 ，モッソ協会の突態につ 

いて述べることにする。

このクローチ ュ .モッソ協会は，ビユッラ地方にい 

くつも存在した労働者団体（大半は相互扶助協会）の一 

つであり, ヴァッレ，モッソを本拠としている。との 

協会がいつ結成されたかは明らかではなく，また加盟 

者数も不明であるが，1870年代を通じて活-発に活動し,

注( 1 1 ) 圓体名称はM erli, ibidem , p. 4 6 5 .による, 

(1 2 ) rianiuelli, c it ., pp. 25ん38.

1873年と1877年にはストライキを扇励したとして狼如 

事の解散命令を受けたが，二度とも間もなく復活した 

も< tうである。

王立委員会は，その組織形態について次のように述 

ぺている。 クローチ ^ ，モッツ協会には全く名0 的な 

評議会（表向きの合法指導部と思われる）がある力';,身際 

は秘密執行委員会が組織を動かしている。加盟者は班 

(c e n tu ria )ごとに分けられ，各班にリーダーが 、る。 

メンバーのいる各工場には, 情況を監視し，報告し, 

組織命令を実行に移す代表責任者が存在する。会費に 

は， 定常の会費（☆ 額不明）の他に，ストライキ.のた 

めの特別拠出金があり，各工場に会費徵収担当者がい 

る。集められた会費め一部分はストy イキ基金（休業 

手当,検举者支援, 法廷費用等）となり，これを文庫特別基 

金 (Fondo speciale per la b ib lio teca )と称しズいる。

1870年代のストライキとクローチュ，モッソ協会と 

の関係は，次のようなものであった。

ストライキの大部分は，この協会の影響力の强い地 

域におV、て発生した。争議において自立った活動をし 

た労働者のうちのかなりの者が協会のリーダーまたは 

メンバーである。

1873年ヴプッ，レ ‘ ス ト — ナのいくつかの工場での 

ストライキの場合,協会のリ一ダー達が換举されると 

一時ストは中止され，そのリ一ダー達が保釈されると 

再発した0

毛織物業の小工場（従業員90名,未满，大工場は90〜200名） 

，に働く，協会非加入の日雇い労働者達は，はるかに低 

賃金なのにもかかわらず，決して争議に活発に加わる 

ことはない。

クローチ - ，モッソ協会だけがストライキに干渉し 

ていると疑われている。ビュジラの職工協会連合の会 

長は，1877年にこの協会が解散命令を受けた後，司法 

当局への釈明のために組織の内容を公開する調查に応 

ずるよう協会指導部に勧告したが，招否された。

若千の労働者の評言'によ；Kば，争譲によって労働者 

自身が不利益をこうむることが明白であっても，その 

協会からの金令には逆らうことができない。

争議発生の原因は，必ずしも明瞭でないが，1877年 

争議のような工場说则に関するもの, 1 8ア0年争議のよ 

うな出来高制貨率に関するもの，力織機の導入等の機 

械に関するもの，徒弟の数や採用に関するものなどが 

あげられる。

-14 1 (251 )
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労働者侧の争譲戦術はときに過激となる。通常は， 

ストライキ（職場;!iJi楽)，抗譲集会と団体交渉の強請か 

行われるが, ときには，いやがらせ，脅迫, 暴力，放 

火等が行われることがある。

このビエッラ地方は， 1863年にマソチーニ譲員， 

1877年にセッラ議員が争譲を調停した歴史を持ってい 

ろが，その他には労使交渉は表® 化していない。

クローチェ•モッソ協会の基本的運動方針について 

は，次の 4 点をあげることができる。 ‘

1 ) 徒弟数の制限。工場主が無制限に徒弟を増加さ 

せたり，あるいは他の地方から労倒!者を速れてきたり 

することへの抵抗。

2 ) 仕事の進め方を規制し，そしてその結果として 

の週間稼得賞金額を制限する。これによって出来高制 

労働から生ずる際限のない労働強化の圧力に対抗する。

3 ) 工場の機械化，主として力織機の導入に反対す 

る。

4 ) 抵抗手段としてのストライキを組織的に保障す 

る。

上記 2 ) の仕ぎの進め方の規制については，次のよ 

うな例があげられている。たとえぱ，一定の長さと品 

質の織布作業は一定の期間で行うべく労働者間に黙契 

がある。したがって，工場主の要求があっても勝手に 

織布のスピードを上げることは許されず，早すぎて仕 

上ったホは用もないのに自分の織機の側に数日間留め 

ておかなけれぱならない。さもないと，規則破りとし 

て rベドウィン人J の汚名をこうむり，いろいろの処 

罰やいやがらせを受けなけれぱならなくなる。もっと 

もこの姐前は，5 0 リットルのヮインを仲間の労働者達 

におごることによって許されることがある。それにし 

てもたいがいの織イPエは，雇主の叱責よりも仲間内の 

不快な処前をおそれて，突際は可能であっても織布作 

業のスピード，アップはしない。

以上耍するに，1870年代のクローチ ュ .モッソ協会 

と名のる⑩維労使力者の団体は，熟練織布エを中心とす 

る組織であり，労働力供給制限，作業規制，質金規制, 

ストライキを政策的に実行していたことが理解される。 

この意味で，この団体はイギリス流のクラプト.ユニ 

オン （職業別袖合）と同じ類塑に厲するものといえよ 

う。ただしこれらの政策は，労働組合のストライキ団 

体 〔イタリアで言うところのr抵抗向]jij (lega cli resisten- 

z a )D としての機能のうちに入るものであって，労働 

組合の他の二つのMi要な機能ニ制度たる1^主.的な共资 

制度と労働者の自己教育制鹿については，さしあたり

この資料からはつまびらかにすることができないので 

ある。

1H学会雜認j 7 2巻2 号（19ァ9年4月）

皿 1892年の織布エ実態調査

1878年と1887年の保護関税は，イタリア最大の工業 

部門であり輸出産業であった網織物工業に手痛い打撃 

を与えたが， 方，綿エ織やポ織物工業は国内市場の 

確保に成功して成長をとげることができた。しかし西 

欧諸国の毛織物工業がこの時期に技衛本新をはかり， 

完全に機械制大工業へと転化したのに対して，イタリ 

アは大幅に立遅れたのである。けれどもビュッラ塊方 

などでは技術革新がみられ，そして並行して，婦人 . 

兄労働や労働時間の問題がより深刻化してきたので 

ある。次表は18ア6年 , 1 891 (94) 年 , igo3年の各時点にお 

いて，縮糸銷織物工業，綿工業，毛織物工業の工場労 

働者数（家內労働者を除く）の推移を示したものである。

繊維産業の工場労働者数

1876年 • 18914K 網） 
1894年(毛) 1903年

15歳以上 I I
15,692

120,428
15.384

120,386
19,420

134,328
糖 fffl 

15歲未満 |.g 64,273 2 ,328
34,258

1,700
36,206

計 （人） 200,393 172,356 191,654

15歳以J i I I
15,564
27,291

34,293
82,078

綿 f fp, 
15歳未満 I I 11,186

4 ,722
17,787

i十 （人） 54,041 138,880

15| ^ U ± { |
12,544
7 ,765

13,464
13,503

16,548
17,070

毛 I5歳未満 4,621 2.080
1,578

2,007
2,119

計 （人） 24,930 30,625 37,744

M erli, P ro le taria te )，" ，v o l.I>  c i t ‘，pp. 9 9〜J03,

1892年 8 月1 4 , 1 5 日，ジ cn ノヴァにおいてイタリア 

社会 '党が紹成された。同 年 26, 2 7日付党機関紙 

『階級闘争』《 L o tta  di d a s s e》紙上に，ビュッラ地 

方 Cliとしヴァジレ ‘ モッソ）の織布エの実態、調查結 

柴が揭載された。この卖態調査は，ヴプッレ'モッソ 

織ギfj‘エ委員会（ComUato dei tessltori di Vallemosso) 

と, クローチェ，モッソ織布エ協会 (Societa tessitori 

di C rocem osso)が協力して，1 ,0 0 0名余の組*{1•貫に対 

して6 0 0部の質111]書を送っ作成したものである◊ 以
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_̂ ッラ地方における毛織物業労働者の運勘

この24項目の調查につ、、てさらに要約してみた

い。

まず序文では，現在，力織機の導入が進み，婦人 . 

児ま労働者の雇用が増加し，そのため成人男子の失業 

が目立ってきていると織布エの危機が强調されてい

る。 .

最近10年問に，宇織機での出来高制貨率（prezzo) 

は40%引卞げられた。注意すべきは♦ 日，手織段のた 

めの糸は大変質が劣化しており，良質の糸は力織機に 

まわされることである。

2 . 平均賃率は，每1 ,0 0 0打 梭 （布地i m ごとに橫糸（梭) 
は500~3 ,000本通過すろ）ごとに， 手織機で26チエンチ 

一ジミ，，力織機で13チエンチージミである。

3 . 同一作業の場合，工場間の貨率格差は，手織機で 

1 5 % ,力織機で25%である。

4 * 一日当り平均（稼得) 賞 金 （g u ad agn o)は，d .7 5  
リラ。

5 ‘ 平均労働時間は1 日！2時 問 （1年間の平均)。

6 . 錄布エ 1 人当り年間平:均稼得賃金は， 手後エ380 

リラ，力織機後プエ400〜5 0 0リラ。

7 . 年間労働日数は手織工7 力月， カ織炒纖布エ9〜 

11力月。ただしとれらは後機が企業の名義人(impre- 

sanoン力、, 雇 主 （p ad ron e)のものである場合である。

力.織機における労働者の性別比率は，成人男子30 
% ，婦人4 0 % ,児童30% 。 '

9 ，同上のカテゴリ一における失業の比率は，男子は 

3 分の 1 が失業，女子10分の 1 , 児童 5 分の 1 。

1 0 . もしも失業中の者も含めて総ての織布エ（乳幼兄 

の母親と16歳未満の児童を除く）を就労させたとしたら， 

その場合の推定労働時間は1 日9 時間と計算される。

1 1 .休日労働，深夜労働の割増し賃金はない。

1 2 .織り上げた布の長さの計測法。

1 3 .罰金はしぱしぱ織;jfiO：の関知しない過失によって 

課される。

1 4 .労働者め待遇は？ 明らかに悲惨であり，大変し

理人を使い，解雇の威礙:により，労働者を投票に行か 

せ，そして資本家が支持する候補者に投票するように 

徹制している。

1 6 .労働者は多くの零細な雇主達と同じく，協同想合 

を尊重している。

17‘ 資本家に対する労働者の将来の行動は？ 場合に 

よるが，部分的なストライキだけでなく, ゼネスト， 

そしてますます苹命的な行動へと進む意志がある。

I 8，組 合 （mestiere) を組織しようという考えは常に 

あるが，婦人，児ま労働者のなかで障害にぶっかって 

いる。

1 9 .現在の労働の危機についての主な治療法は，織後 

からの童と母性婦人の排除，均衡的賃金，最他貨金 

制，最大限労働時間の親制である。

2 0 . 児童労働にっいての法fitの実態は？ 9〜10歳の 

男女だ童が（ととに製糸労働にっいて）い か なる時間制 * 

限もなしに， 1 月中また夜間にも労働させられて

2 1 .児童労働に関する法#にっいての調査は知られて 

いない。地方自治体〔コム- ネ）当局も注意を唤起し 

ようとはしていない。

2 2 . ビュッラ地方の織布工の数ぱ約1 万人である。

2 3 . その内訳は，毛織物業6 1500人，綿織物業2,500人，

メリヤスおよびフランネル1,000人である。

2 4 . ビエゾラ地方内部でのヴァッレ . モツソと他との 

比較では，賞金はいくつかの町では等しいし,また他 

の町ではヴァッレ . . てッソより2 0 % も低い。

以上のような報告から，ビエッラ地方の毛織物業労 

働者にとっての危機とは，現象的には成人男子労働者 

の失業間題として認識. ま現されていても，実はその 

背後にある1880年代を通じての，毛織物工業における 

1̂1産カの上昇が，生産様式の核としての労働御度その 

ものを変化させ，それゆえ労働者生活全体が変らざる 

をえなくなっているという状況を指していると読むこ 

とができる。変化する状況に対して，どのような工場 

労働者としての労働生を構想するのかという問題が， 

ぱしぱ巷い織布女工が任-事を得るために監督や雇主の労働運動に課せられていたのだと考えられ，次に述べ 

破廉恥な朔要に従うことをよぎなくされている。 る1897年争議は，この間題に関する運動として見るこ 

1 5 .政治的自由について。多くの資本家逮は自a の 代 と が で ★ る。

注0 3 )  S tefan o  M erli, P ro le ta ria to . . . , v o l .I I ,  clocum enti, d t ,  pp. 131~134.

( U ) 1886年2 月11日法ニ：!:場における児意労働法では，製造業では9歳未溝の者は就労禁止，地下*鉱山労働では10賤未 

满の者は就労禁IL, 9 歳以上12歳未満の者はI日8時|旧労働に制限し夜間労働は禁止，12歳以上15歳以下の者は危険有書 

労働への就労禁止と夜問労働6 時問以内の制限，力*、定められていた。しかしとの法な?のま施を監督すべき黏山工場監督 

赏 （1879年法による）の数が少なすぎて，このような法ゆでさえもはとんど守られていなかった„ Merli, v o l .I, cit., 
p. 337. •
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w 1897年 の ，a o 時 間 労 働 制 j 争 議

1897年 9 月 6 日以降翌年4 月、初めまでの突に7 力月 

問もの長期にわたって，ビユツラ地方ヴプル . セツセ 

一 ラ （Val sessera) .の毛織物業労働者は大規模なス 

トライキを敢行した。この争譲の実態について，後の 

共和国大統铜ルイージ•ユイナウディが1897年 9 月17 

日から10月 6 日まで5 回にわたって記録し報告してい 

このエイナウディの報告を耍る。以下の争譲記録は，

約したものである。 、

1897年 9 月 6 日， .ビエッラ地方ヴァル，セッセーラ 

において，毛織物業の織布エ，製糸エ，染色エ，乾燥 

工学，11工場に所属する約7 5 0名が抵坑同盟に結免し

て,ストライキに入った。 ビエ.ツラ地ガ， ヴアッレ . 
ス .ト. ローナ，ポンゾーネ . セッセ一フ 3 地域速合の， 

繊維労働者抵抗同盟は，1897年 5 月 9 日に再結成さ 

れ(t£ この組後がこの大争譲の中核となったものであ 

る。加盟者数等詳細は不明だが，会費は月額5 チュン 

チージミ，ただしストライキ期閩中は週額50チエンテ 

一ジミに増額されているり一方，工場主側は工業家同 

盟を結成し，ロック •アウトによって対抗した。当時 

ヴァル. セッセーラの繊維産業は約2 ,5 0 0名の労働者 

を擁していたが, このロック，アウトのためにス トラ 

ィキ参加者ではない労働者M l名が体業をよぎなくさ 

れたという。

争議は，そもそも労働時間に閲する問題から発生し 

ている。労働者侧は当初次のような要求を提出した。 

すなわち3 月から9 月の春夏期には， 6 時30分始業よ 

り12時まで，猛休み 1 時間1S分の後，13時I5分より17 

時45分まで労働，計拘来11時間15分，実働10時間労働 

制である◊ これに対して工場主側の第一次回答は次の 

通り.であった。 6 時30分始業よりU 時4S分まで労働， 

ただしこの間8 時より8 時30分まで休憩，11時45分よ 

り13時15分までの呈体みの後，13時15分より19時まで 

労働，ただし16時30分より17時まで休憩という時間割

r三m学会雑誌j 72巻 2 号 （I979年4 月）

で，計拘来12時間30分* 実働10時間勞働制であった。

この第一次旧答を労働者侧は不満とした。その理由 

は，労働者達のなかには自宅から工場まで片道1 時間 

も徒ルミで通勤する者が多くいて，拘来12時間30分制で 

は 1 日のうち少なくて14時間から多い者は17時問も外 

に仕事に出ていることになり，家で食，，休息，睡眠 

をとる時間は7 時問ないし10時間にすぎず，傭全な家 

庭生括を営むことができないというものであった。

工場あ側の第二次回答は次のようになつた。 6 時30 
分始業より11時45分まで，ただし8 時より15分問の休 

憩，11時45分より 1 時間30分の昼休みの後，13時15分 

より18時30分まで労働，ただし16時30分より15分間の 

休憩という，計拘束12時間，，実働10時問労働制であろ。

しかし労働者側は納得しなかった。労働者側からは， 

- ) 工場主が協約時間を厳守するという約束を行わず， 

繁忙期には無制限に時間外労働をおしつけてくると考 

えられること，ニ）18時30分終業でもまだ遅すぎるこ 

r / の 2 点が強硬に.主張された。一方，工場主側は， 

一）就業時間短縮をそのまま認めれば，次には貨率の 

大幅上昇を許さざるをえなくなろう，また最後には》 

時間労働制の要求が登場してくるであろうというおそ' 
れ，ニ）労働者達が社会主義かぶれして経営権に介入 

するのは許しがたいということ，また工場主達を御主 

人 (旦那様，Pなdroni)と慣習通り呼ばず，資本家(capitヤ 

l i s t o ) と呼び，棟取などという言葉を使うということ，

成 人 男 子 織 亦 エ の 所 得 隙 層

月間稼得 
賞金額：リラ

労 働 者 数 ：%

1 0 0リラ以上 6 .3 %

90 〜 100 17 .5

80 〜 90 19 .5

70〜 80 26 .5

60 〜 70 16.0

50 〜 60 9 .0

30 〜 50 5 .5

EinaucU, cit*, p. 55.

が強く意識された。 

それでは，このヴ

ア，ルゾセツセーラの

毛織物業労働者はい 

かなる状態にあった 

のか。

まず賃金にて^いて 

.は,，最も高い賃全水 

の成人男子織布エ 

が日給約3 . 5 リラ,. 

'最も低い水準の，作

注( 1 5 ) ルイージ•ュイナウディ（L u ig i E in a u d i)。1874年生〜1961年没。1947ィ(す デ ，ガスペリ内閣の副首相兼予算相，19 
48年5月から1955ホ5月までイタリア共和国大統飯。L u ig i E in au d i, Gli scio p eri del biellese, in C ro n ach e  econo-  

m ich e  e p olitich e di un tren ten n io , E in aud i, T o rin o , 1959, vol. I, 1893〜1902, pp. 40〜62.

(1 6 ) M erli. v o l .I I ,  d ocum enti, c it., p. 5 2 9 ,には, この抵抗同お成のための1897年 2 月6 日付のアピールがのってい 

.る。
(1 7 )  Z aninelli, c i t ‘，p. 100, '

( 1 8 ) ピュッラ地方のどこの町でも工場の近くには多くの旅館，カフX , 飲食店，酒屋;があり，労働者速は夕方終業後，飲 

食讚に集って仲liy同士で酒を飲むことが多い0 J '̂inaudi, cit* p< 5 6 . .
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ビユッラ地方における毛織物業労働者の運動

業の手伝いをする12歳位の児意労働者が日給40〜50チ 

-ンチ ージミである。成人男子織布エの月間稼得賃金 

額をみると , ヴァル，セッセーラのある工場では1897年 

のある1 力月に別表のようになっていた。すなわち後 

布エの約3 分の 2 が月間7 0 リラ以上を稼得していると 

とになる。その当時（I897年)，成人男子労働者の全国 

平均賞金は1 時間当り0 .26(リ19〉ラであって，とれは仮に 

.1 力月250時間労働とすると月間6 5リラとなり， 比較 

すれぱピュッラ地方の毛織物業織布エの賞金が高水準 

にあることが分る。

次に労働者の零細土地所有という特徴があげられる。

ヴァル，セジセーラ , ヴァ レ ソの资働者世帯 

の 8 割以上が家屋，小さな菜園，草原，栗林を含わ零 

細土地所有者である。こ0 土地は穀作には全く適して 

いないが，雌牛や山羊を飼い，草を力J り，薪をとるこ 

とができる。これらの土地は数アールから数平方メ一 

トルの面積に極端に細分されているが，これは均分相 

続の慣行とも関係がある。また草地や林でさえも， 38 

アールの価格が1 ,5 0 0ないし4 ,0 0 0リラもし，これは低 

地のぶどう畑の一区画にも匹敵する高価格である。こ 

めような労働者の零細土地所有は独立した農業経営を 

行うr は不充分であるが,ストライキによって賞金収 

入が途絕えても若千の期間，家計を支えることがでぎ 

る。ピユッラ地方のストライキがしぱしぱ数力月の長 

期間にわたるのも，このような背景があるからだと考 

えられる。

方，工場主，経営者達もこの時期依然として半ば 

職人的である。工場規模は大小さまざまあるが，主要 

な工場は原毛の選別から最終仕上げまでの工程，営業 

販売部門までもっている。 工場経営の主要な役職に 

は工場主の家族の者が就き，他に労働者を雇用してい 

る。たいていの工場主がどこかの工場での徒弟，職工 

長の経験を持っており，その後独立して工場主となっ 

たのである。

ストライキが発生した9 月という時期は，次の年の 

夏物の生産のための見本作り.と注文取りの時期にあた

る （最終注文は年末に集められる)。したがっ て，この時 

期にストライキが発生すると注文を取ることができな 

くなり，- 次の冬物^]£産までの約半年問は化事がなくな 

ってしまうのである。労働者侧もこの時期をみながら 

ストライキを起したものと思われるが，一方，工場主 

侧も強硬な態度をとり， 6 力月のプランクもやむをえ 

ないとして，この結果令議は長期戦の様相をていした 

' のであった。

争譲発生後2 力月，I897年I2月初めに，ストライキ 

発生後に臨時に雇用されたrスト破りj の労働者達を 

ストライキに参加させようとした若い糸っなぎエ達が 

停職姓分を受けた。この結果，事態はますます紛料し， 

結局 7 力月間の長期スト，となったのである。この間，

7 人のストライキ指導者が逮浦されるなどのポ件が起 

った。また北イタリアのさまざまな労P 者団体は度々 

支援アピールを発して，ビエッラ地方のストライキ労 

働者に義ま金を送った。

ついに工場主侧は若千の譲歩を行い,新しい協定が 

缔結されて，1898年 4 月上旬, ストライキは終結した。 

この協定の内容の詳細は明らかではないが，労働時間 

制 に つ 、ては労働者側の要求にはは’近いものであり， 

他に解雇問題，スト破り労働者の雇用問題，徒弟の問 

題についての条項を含むものであったといわれる。こ

新協定に不満の若干の工場主は， ヴプル，セッセー 

ラ地域からビエッラ地方の他の地域へ工場設備を移転 

させたといわれる。

» .

Y 1901年 の 「連結力織機 j f ト 議 ‘

1901年 6 月，イクリア繊維労働者連合と称する組合 

員18,000名の産別全国労組が結成され，その4 力月後 

の1901年10月 9 日，ピエッラ地方のチルヴォ，コッ 

ジ ョ一ラにおいて大規模なストライ=¥が発生した。

チ :Xタルーティ（C e rru ti)工場の毛織物ぎ労働者は， 

すでに6 〜 7 年前に導入され，次第に増熟;されようと 

していた連結力織機(telaio dopplo)を廃止させよう

法（1 9 )  C e s a r e  V a n n u t e l l i ,  O c c u p a z i o n e  e  s a l a r i  d a l  1 8 6 1  a l 1 9 6 1 ,  I n  L ’ e c o n o m i a  i t a l i a n a  d a l  1 8 6 1  a l 1 9 6 1 ,  

G i u f f r 6 ,  M i l a n o ,  1 9 6 1 , p ,  5 6 8 .

( 2 0 )  M e r l i .  v o l . I I ,  d o c u m e n t ! ,  c i t ,  p .  6 7 5 ,  6 8 2 ,  6 9 5 ,  703, 7 0 5 ,に金属労働者などから発せられた速帯アピールがの 

せられている。 '
( 2 り M e r l i ,  v o l .  I, c i t „  p .  5 2 4 ,

(22) 繊維Ite業労®!者の全国労働組合姑成の勘きは，1 8 8 坤 iビ ッラ地方のあるストライキから始まり， 1 8 9 2 年末にはイタ 

リァ繊維座-業-^殷組合剑立のための担約草案が作成された。し,かしこの企ては1 8 ^ 4 年の無政府主義取稀法や1 8 9 8 年 5 月 

ミラノ事件による弾旧こよって流産させられ，站肩1 9 0 1 年 6 月になってイタリァ繊雄労働者連合が創立された，M e r l i ,  

v o l .  I, c l t „  p p .  8 3 0 〜8 3 1 .  v o l . I I ,  d o c u m e n t ! ,  c l t . ,  p p . 1 3 9 〜1 4 1 ,
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として争譲を起した。この速結力織機とは， 2 台の力 

織機を向かい合わせに設置して，速結させて動かし，

1 人の労働者がその問で2 台分の織機を監視，労働す 

るもめであった。労働者侧は表面上，他に出来高制賞 

率引上げ, 作業量計制法の改善,罰金問題等の諸要求 

をかかげていたが, 本賀的な要求はとの速結力織機の ’ 

廃止にあったと，ルイージ.エイナクディは観察して
(23)
いる6

工場主側の言'い分は次のようなものであった。西欧 

諸外国の毛織物製品との競争に敗北しないためにはコ 

ストダウンを図らねばならない。賞率については，打 

梭数1,000打ごとにI2チ CCソテージミま払う力’、，これ 

は従来め賞率を引下げるもりではない。したがってこ 

の連結力織機に反対する労働者達は進歩に逆らう反動 

であると。

一方，労働者伽の言い分は次の通りである。連結力 

織機と普® の （単独の）力織機—— これとても既には 

とんどが蒸氣機関を原動力とする力織機であり，かつ 

ての手織機は工場の中では例外的存在となってい'るの 

だが—— とを並置すると，工場主は次のようなことを 

する。すなわち，速結力後機には良質の糸がまわされ， 

普Mの織機には質の劣る糸がまわされる。その結果， 

連結カ纖機のはうが仕事がはかどり，出来高賃金制の 

ため，ま得賃金Mが大きくなる。連結力織機につくと 

2 週間に55〜7 0 リラ，さらには80〜8 5 リラもの稼得賞 

金がある。しかるに普通のカ繊機では2 週問に15〜 20 

リラにしかならない。そしてまた，連結力織機は1 人 

で 2 台の織機を操作するのであるから，ひどく労働密， 

度，労働強度が高まり，自まいをおこす位であって，

3 年以上傅！!き続けることができないはどである。

私の考えでは，結局，従来 2 人必要であった労働力 

が 1 人に半減させられてしまうこと（すなわち务業問題） 

と，この連結力織機につく労働者が，労働組合の認め 

るような徒弟期間を経ていないという意味の不熟練工 

であって，しかもこの不熟練工が熟練工よりも多額の 

稼得賃金を得るということ,，さらにまた1 人当り作業 

量の倍増によって，将来，出来高賃率切下げの可能性 

が大きいことなどが，労働者侧の速結サJ 織機に反対す 

る直接的理li3であったと思われる。

学譲は,チジルーティ工場の労働者に同調してビ 

ェッラ地方各地の約4 ,0 0 0名の繊維労働者がストライ

r兰田学会 I I 誌 J ア2巻 2 号 （I979年 4 月）

キに入ることによゥて掀大した。これに对して工場主 

側も同盟し，毛織物工場のみならず綿織物， リソネル， 

メリヤス工場の一部も含むロック，アウトで対抗した。 

ストライキは最初の盛り上りの後，今度は1S97年 ♦議  

のようにはゆかず，急速にま弱して， 2 力月後に労働 

者侧の完敗によって終った。ビュッラ地方の社会党が

この闘争を指導したが，労働者の統一の維持に失敗し(24)
たことが完敗の原因とみなされている。

M 総 括

以上，総括すれぱ次のような諸間題を提示しうると 

思ぅ。

19世紀後半，ビエタラ地方の労働問題の第一点は， 

婦人 .児童労働者との競合による成人男子労働者の失 

業間題として直接的には認識された問題である。

問題の第二点は，工場制度が人々に工場労働者とし 

ての生活様式をとらせること。特徴的には休日，労働 

時間の問題である。

19世紀を通じて手織機の力織機への転換，カ纖機の 

改良，諸工程の機械化等の技術革新が進展した。そこ 

で例えば旧式織機と新鋭織機とでは，糸にもよるが概 

して単位織ホ量当りの必要時間，すなわち能率が異な 

り，能率が異なれぱ一定労働時間における出来高制賃 

率の改定が必然的となる。問題の第三点は，技術革新 

にともなって発生する賞金間題である。

そして第四点として，第二次大戦前の日本と同様の 

工場生活の非衛生性，職業病，労働災害などの間題が 

あげられる。

それでは19世紀後半にビュッラ地方の毛織物業労働 

きは，これらの諸問題について，いかなる連励,いか 

なる組織をもって対応したのであろう力、。

第一/rミの失業問題についての対応策は次のようなも 

のであったと考えられる。 -

00地域的労働市場の独占。換言すれぱ，他地方の労 

働者団体から正式に紹介された者以外の『よそ者J の 

排除で’ある。（2)熟i陳资格の維持，熟練資格を必要とす 

る職務につ\̂、ての労働力供給制限政策。（3)解雇反対鬪 

( とれ自体は主として争識中に二次的に発生する)。（4)労 

働時間短縮，時間外労働の担杏。

このうち《2)についてさらに述べると，毛織物工業に

注(23) Luigi Einaudi, Lo、sciopero nel biellese, in Cronache. * ‘ ，vol. I, clt., pp. 435〜444.
(24) Giuliano ProcaccI, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Riunlti, Roma, 1970, p. 

42, 44. Merli, voh I, cit., p. 482* ，
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ビユッラ地方における毛織檢業労働者の運動

おける多種多様な職務のなかで，熱練資格すなわち徒 

弟期間の後了が問われるのは, 還毛，染色，製糸,織 

布，仕上げ等の主要諸工程の墓幹となる職務と，それ 

を遂行する成人男子労働者である。そして例えぱ，製 

糸エが德糸女工や糸つなぎエなどの補助労働者を指挪 

. し，また織布エが横糸準備女工などを補助労働者とす 

るというような工程の性質によって，繊維労働者のな 

かでも熟練資格を持つ者すなわち熟練工，熟練資格取 

得中の徒弟，そして熟抜資格とは無関係という意味で 

の不熟練工（主に女工）とに分けられていると考えら 

れる。ところが技術革新にともなってこのような熟練 

エ，徒弟，不熟練工という区分が崩されてゆき，例え 

ぱ新鋭力織機を女：! :や名目は徒弟だが，実際は填なる 

新規採用の労働者が操作するといった事態が広まって 

きた。このような19世紀末の状況に対して，成人男子 

熟練工を主体とした組織ニ抵抗同盟は，熟練資格を必 

要とする職務を区分し，このような職務の労働者の結 

束を固め，不熟練工をそのような職務につかせないよ 

うに工場主にさまざまな方法で圧力をかけ，結果的に 

労働力制限政策を貫徹し，失業を防止し，貸率を維持 

しようとしたのだと考えられる。

第二点について，まず休日の問題は次のような事情 

から生れている。ビュ-ッラ地方の毛織物工場に勤める 

ほ: とんどの成人男子労働者は，小さな菜園，林，草地 

を所有しており，群作業を行うために日曜，月曜しぱ 

しぱ火曜日までも休日としていた。これに対して工場 

主達は19世紀後半に工場規則によって休日を制限，確 

定しようとしたのである。また労働時間の問題につい 

ては，1897年の10時間労働制争議にみられたように，

庭で休養する時間が必要であるという,理由をかかげ 

て労働時間短縮闘争を行った。このように休日と労働 

時間の問題は，近代的工場労働者生活が確立されてゆ 

く過程での過渡的性格を示している。ただしその中に， 

貴率の維持を前提として労働時間を短縮し時間外労 

働を拒杏するならぱ雇用人員を増加させることができ 

るという失ぎ問題に関速ずる運動方針が存在し，さら 

に 8 時間労働制の要求にみられるように社会主義運励 

の影響があることも無视できない。

問題の第三点は資金問題である。19世紀後半を通じ 

てピュッラ地方の毛織物業では，成人労働者の主耍な 

賞金形態は出来高資金制であり，時問賃金制をとる者 

は取務員や雑用をする日屈労働者などであったと考え 

られる。また雇用形態も工場の茵接廣用であって，い

わゆる親方職工の間接雇用の例は文献上見出せない0 

さらに賞金水準の面では，ビゴッラ地方の毛織物労働 

者の貧☆ は，他の地方の同じ産業，同じ地方の他産業 

に比較して高い水準にあった。

そとで賞金間題に関しては，まずビエダラ地方の比 

較的高い賛金水準を低下させないととを前提として, 

同一職務にっいて各工場間の出来高制貧率☆斉一にす 

る努力がなされる。この地域内同一職務同」賛率め労 

働組合政策は，競争条件の均等化という意味で工場主 

伽にとってもき入れやすい面をもっている。しかし同 

一職務同一賃第の下でも，各個人の|1̂ 業の仕方によっ 

て個人の稼得賃金額に大きな差異め生ずる可能性があ 

る。そこで各人の稼得賃金額の差異を縮小するために 

作業の仕方そのもの，すなわち手順，速度等をニ定化 

するような労働者相互のm 行的な了と協調が必要と 

なる。そしてこのような作ぎ慣行を守らせるために仲 

間内の罰などの組辕的努力も必要となるのである。

このような労働者達の日常的連動は,資本家的技術 

革新と矛盾 . 対立する部分が♦ い。けれども技術单新 

は，社会め生力の上昇とい 3 大きな流れに乗ってお 

り，また他地方に対しての企業競争力の強化およびビ 

ュッラ地方の繁栄とも重なっている。労働者が旧慣を 

守るのは困難である。このような状況のなかでビュタ 

ラ地方の毛織物業労働者達は，労働者の技能経厘と仕 

事の質と量とを基準とする労働者内部の序階を,現実 

に適応するように再編成しっつ,この序階に照応した 

賞金を獲得することを基本線とし，さらにその時々に 

新鋭機械の導入による作業慣行の破壊と実質的な賞金 

切下げに抵抗したとみることができる。そのため，こ 

のような労働運動は外見上，保守的，反動的にも見え 

るが，その内実は社会的生力の上昇に対応しっっ， 

労働者内部の秩序と貧金等のバランスを保って0 結す 

るととを目標とするものであったと考えられる。

第四点として，工場生活そのものの間題があげられ 

る。工場や作業の非衛生性と夜間労働とは疾病（ことに 

胸部埃患，脑結核）や労働災害を多発させ，またそこに 

婦人，児ま労働者が多いことが，工場生活をより暗く 

悲诊にしていた。それゆえ少なくともぽ人や児がエ 

場労働をしなくても普通の労働者の家計が維持できる 

ようにすることは，労働運動の基本的目標であった。

19世紀末にビエッラ地方の労働者達が社会主義的政治 

運励に参加した理由の一つは, 工場立法, 婦 人 *

労働保護を議会を通じて実現するという方針が提起さ
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(25)
れたことにもよっていると考えられる。

以上のような諸問題に対応する労働運動ほ，部分的 

には地方的挑他性を持ちつつも，大勢として全国的統 

組織，統一行動を要求する。争議の際に各地の労働 

者団体が争譲中の労働者に義很金を送ることは直接的 

契機となる。1901年の繊維労働者速合創立はその成果

-であっすこ。

最後に，ビユッラ地方の毛織物業労働者の労働運動 

の政策的特徴を，同じ19世紀後半のイギリス労働組合 

運動史から抽出された，いわゆるクラプト.ユニオン 

の典型的政策と比較してみたい。クラフト . ユニオV* 

の政策とは，（1〉厳重な徒弟制度の維持を通じての手工 

業的熟練労働力の養成とその供給制限，（2)従って，無 

資格者（i l le g a rm a n )の排除とクローズド.ショップ 

制，（3》地城的な横断賃率の確立, （4)高い入会☆および 

組合費，（5)共済制度の充実などであった。これまで述 

ベてきたビょッラ地方の抵抗同盟の場合，（1)， （2), (3) 

の政策は■主観的には精力的に実行されたのであり，共 

通性が大きいが，客観的に見れぱ，これらの政策が充 

分な成功を収めたとは言い難い。また，（4)の組合費ま

についてはピエジラ地方のそれは，争譲中を除V、てむ 

しろ低額とみなしてよいし，これと関速する(5)の共済 

制度は，抵抗同盟とは別個に相互扶助協会として样纖; 

されていた。

すなわち，本来ヨーロッバ労働組合運動が持ってい 

た三つの機能，H 共済組合的機能， ストライキ団体 

的機能，@ 労働者教養協会的機能について， ビエタラ 

地方の労働運動は，とれらを別々に分れた組織におい 

て実現していたのであって，イギリス流のクラフト， 

ユニオンのように統一^して保持するということはな力、 

ったのである。

夕ラフト.ユュン的政策を実行しつつも客観的に 

は充分な成功を収めえず，また労働組合の基本的諸機 

能を別々の組織として実現したというような特徴は, 

20世紀に入ると，産業別全国労働組合の問題，またこ 

れと政党，チルコロとよは’れる労働者クラプなどの柜 

互関係の問題として新たな展開を示十のであるが，そ 

れは後日に論じることとしたい0

(淑徳大学専任ま師）

注(25 ) 1803年 1 月にはクローチ;̂  ♦ モシソにおいて8 時間労働制等を労{動立法とし'^確立することを目指す集会が開かれて 

いる。M erli, v o l . II, docum entl, c it., p. 145.

( 2 6 ) 飯l U ,前掲書，" 直。
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